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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年４月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年９月１６日 １０時４０分ごろ 

発生場所 茨城県神栖市波崎漁港内 

 千葉県銚子市所在の銚子港一ノ島灯台から真方位２６６°１,２００ｍ付

近（概位 北緯３５°４４.８′ 東経１４０°５０.６′） 

事故調査の経過 平成２３年１０月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五十三石田
いしだ

丸、２５４トン 

   １４０６０３、株式会社石田丸漁業 

   ４５.１０ｍ（Lr）×８.４０ｍ×４.０５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１８３９kＷ、平成１９年７月 

Ｂ 漁船 六号石田丸、１１トン 

   ＩＧ２－２５９９（漁船登録番号）、株式会社石田丸漁業 

   １２.９５ｍ（Lr）×４.１５ｍ×１.８５ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、５０２kＷ、平成１８年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５３年９月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年２月１日 

免状有効期間満了日 平成２８年４月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６３年７月２６日 

免許証交付日 平成２０年３月５日 

（平成２５年７月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウ擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、波崎漁港の通称西岸壁（以下「西

岸壁」という。）に右舷着けして保冷用の氷を積載した後、通称正面岸壁

（以下「正面岸壁」という。）に右舷着けで係留するため、西岸壁を離岸し

て東進した。 

Ａ船は、正面岸壁に近づき、通称東岸壁（以下「東岸壁」という。）に係

留中のＢ船の西方約５０ｍ付近で左舷錨を投下した後、船長Ａが、停船し

ようとして可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルを操作したところ、間
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違って前進側に回し、その後、それに気付いて後進側に操作したが間に合

わず、Ａ船が、前進して平成２３年９月１６日１０時４０分ごろＡ船のバ

ルバスバウと東岸壁に係留中の船舶に接舷していたＢ船の右舷中央部が衝

突した。 

Ａ船は、バルバスバウに擦過傷を生じ、Ｂ船は、右舷中央部外板に破口

を生じ、機関室が浸水した。 
 

事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：海面 平穏、潮汐 下げ潮の末期  

その他の事項 船長Ａは、着岸する際、通常、後方を確認した後、操縦盤に設置された

可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルを見て右手で操作していたが、本

事故当時には、後方を確認した後、同ダイヤルを見ずに左手で操作してい

た。 

船長Ａは、Ａ船に船長として約４年間乗船していた。 

Ａ船は、本事故当時、操船機器等に不具合又は故障はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、波崎漁港において着岸作業中、船長Ａ

が、停船しようとした際、可変ピッチプロペラの

翼角調整ダイヤルを前進側に回したことから、東

岸壁に係留していた他船に接舷中のＢ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、波崎漁港において着岸作業中、船長Ａが、停船しよ

うとした際、可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルを前進側に回したた

め、東岸壁に係留していた他船に接舷中のＢ船と衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルの操作を行う際には、同ダイ

ヤルを確認しながら操作すること。  

正面岸壁 

西

岸

壁

東

岸

壁 

Ａ船の係留予定位置 

投錨位置 

事故発生場所 
×

Ｂ船 

Ａ船

波崎漁港 




